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日本機械翻訳協会 会則

第1章 総 則

(名称)

第1条 本 会 は 、 日本 機 械 翻 訳 協 会(Japan

Association for Machine Translation,略 称JAMT)

と称 す る。

(目的)

第2条 本 会 は、 機 械 翻 訳 シ ス テ ム の健 全 な

発展 と社 会 にお け る適 切 な普 及 の促 進 を はか る

ため に、機 械 翻訳 シス テ ム にか か わ るメー カ、

ユー ザ 、研 究 機 関 等 に お け る関 心 の あ る もの

が 、 情 報 の相 互 交 換 を行 い 共 通 の 問 題 につ い

て、研 究 し討議 す る場 を提 供 す る と共 に、 関連

学協 会 と交 流 し、 国際 的 活動 を行 うこ とに よっ

て、 世界 の こ の分 野 の 進 歩 に貢 献 す る こ とを

目的 とす る。

2.本 会 は 、 非 営利 団体 で あ り、 近 い 将 来 の

  公 益 法 人化 を 目指 す。

3.世 界 各 地 域 に 同種 の 団 体 が 結 成 さ れ た

  場合 に は、 これ らの 団体 と協 力 し、 国 際

  機 関 を作 り、 国 際 的 活 動 を よ り充 実 した

  もの とす る。

4.ア ジ ア諸 国 にお け る機 械 翻 訳 の発 展 を期

  し、 これ ら諸 国 の 関 係 者 と協 力 し、 ア ジ

  ア地区機 械 翻 訳協 会 の設 立 を目指 す。

(事業)

第3条 本 会 は第2条 の 目的 を達 成 す る ため に次

の 事業 を行 う。

(1)研 究会 、講 演 会 、 討 論 会 、講 習会 、 見 学

  会 等 の 開催 。

(2)二Z一 ス レタ ー、 そ の他 の定 期 、 不 定 期

  刊 行 物 の発 行 。

(3)機 械 翻 訳 シス テ ム利 用 者 の教 育 ・訓練 コ

  ース の 開設 、技 能試験 の実施 。

(4)機 械 翻訳 シス テム に関 す る技 術 開発 。

 (5)機 械 翻訳 シス テ ム に 関す る規 格 お よび標

  準 の 制 定 、 特 に機 械 翻 訳 シ ス テ ム 評 価

  法 ・機 械 翻 訳 に適 した文 章表 現 法 に関 す

   る勧告 の作 成 。

(6)機 械 翻 訳 シス テ ム 導入 お よび使 用 に関 す

  る ガイ ドライ ンの作 成 。

 (7)技 術 調査 、情 報 ・文 献 の収 集 と交 換 。

(8)学 術 的調査 ・研 究 の推 進。

(平成3年4月17日 作 成)

(9)国 内外の関連学会、 諸団体 との協力

  活動。

(10)前 各号に掲げるもののほか、本会の目的

  を達成するために必要な事業。

第2章 会員

(会員)

第4条 本会の会員は、本会の目的に賛同して

入会する法人および個人並びにこれらの者を構

成員 とする団体 とする。

(入会)

第5条 本会の会貝になろうとするものは、別

に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の

承認を得なければならない。

2.法 人または団体 である会員の場合 は、

  法人 または団体 の代表者 として本会に

  対 してその権 利 を行 使 す る1人 の者

   (以下 「会員代表者」 という)を 定め、

  会長に届け出なければならない。

3.会 員代表者を変更 した場合は、速やかに

  別に定める変更届けを会長に提出しなけ

  ればならない。

(入会金および会費)

第6条 会員は、総会において別に定める入会

金および年会費を納入 しなければならない。

(退会および資格の喪失)

第7条 本会の会員で退会しようとするものは、

退会届けを会長に提出しなければならない。

2.会 員は、次の事由によりその資格を喪失

  する。

(1)退 会

(2)会 費の滞納

(3)除 名

(4)死 亡、失踪

(5)団 体および法人の場合 には、その解散

  または破産

(除名)

第8条 会員が本会の名誉を著しく傷つけ、ま

た本会の目的に反する行為のあった場合には、

理事会の議決により、これを除名することがで

きる。
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(会員の特典)

第9条 本会の会員は、第3条に示す本会の事業

に関し、次の各号に示す特典を優先的に受ける

ことができる。      ・

(1)本 会が発行する定期刊行物の配布。

(2)本 会関係の出版物購入、各種情報の入手

  における便宜。

(3)本 会が開催する各種会合への参加、本会

  が協賛する各種会合への参加の便宜。

(4)本 会が発行する各種刊行物への投稿。

第3章 役 員

 (種類 お よび定数)

第10条 本 会 に次 の役 員 を置 く。

 (1)理 事 9人 以 上24人 以 内

 (2)監 事2人

2.理 事 の う ち、1人 を会 長 、2入 を 副会 長 と

  す る こ とが で き る。

 (選任)

第11条 理事 お よび監 事 は、 総会 にお い て会員

 (法人 また は団体 の場合 に は、会 員代 表者 とす

る。以 下 同 じ)の うちか ら選 任す る。

2.会 長 お よび 副会 長 は 、理 事 会 にお い て理

  事 の 互選 に よ り定 め る。

 (職務)

第12条 理 事 は、 理事 会 を構 成 し、業 務 の執行

を決 定 す る。

2.会 長 は、本 会 を代 表 し、 業務 を統 轄 す る。

3.副 会 長 は、 会 長 を補佐 し、 会 長 に事 故 あ

   る と きは、 その職務 を代 行 す る。

4.監 事 は、 事業 並 び に会計 を監査 す る。

 (任期)

第13条 役 員 の 任 期 は、2年 とす る。 た だ し、

,再 任 を妨 げ ない。

2.補 欠 また は増 貝 に よ り選 任 され た役 員 の

   任 期 は、 前 項 の 規 定 に か か わ らず 、前 任

   者 また は他 の現任 者 の残 任 期 間 とす る。

 (報酬)

第14条 役 員 は、無 報酬 とす る。 ただ し、 遠距

離 在住 者 に対 しては、会 議 出席 の ため の旅 費 を

支給 す る こ とが で き る。

第4章 会 議

(理事 会)

第15条 理 事 会 は 、理事 を もっ て構成 す る。

2.理 事 会 は 、 年 閥2回 以 上 開催 し、 会 長 が

  招集 す る。

3.理 事会 の議 長 は、 会 長が こ れ にあ た る。

4.監 事 お よび 会 長 が必 要 と認 め た者 は 、理

  事 会 に出席 す るこ とが で きる。

5.理 事 会 は、 現在 理 事構 成 員 数 の2分 の1以

  上 の 出 席 を も って成 立 す る。 た だ し、 予

  め 書 面 ま た は代 理 人 で 意思 表 示 を した者

  は、 出席 者 と見 なす 。

6.理 事 会 の 議 事 は、 理 事 会構 成 員 出席 者 の

  過 半 数 の 同 意 で これ を決 し、 可否 同数 の

  と きは、議 長 の決 す る とこ ろ に よる。

(総会)

第16条 総 会 は、会 員 を もっ て構 成 す る。

2.通 常 総 会 は、 毎 年1回 事 業 年 度 終 了後3カ

  月 以内 に会長 が招 集 す る。

3.臨 時 総 会 は、 理 事 会 が 必 要 と認 め た と き

  に、1ヵ 月以 内 に招 集 しなけれ ば な らない。

4.通 常総 会 の議 長 は、会 長が こ れに あ た る。

5.臨 時 総 会 の 議 長 は、 出席 会 員 の う ちか ら

  選 出す る。

6.次 の事 項 は、 通 常 総 会 に提 出 し承 認 を受

  けな け れば な らな い。

(1)事 業 計 画 お よび収 支 予算 に 関す る事 項 。

  ただ し、 通 常 総 会 開 催 日 ま.での事 業 計 画

  お よび収 支 予 算 につ い て は、理 事 会 の 決

  議 に よる こ とを妨 げ ない 。 この場 合 にお

  い て は、 当該 事業 年 度 開始 の 日か ら3ヵ 月

  以 内 に総会 の 決議 を得 る もの とす る。

(2)事 業 報 告お よび収 支決 算 に関す る事項 。

(3)役 員 の承 認 に関す る事 項 。

(4)本 会会則 の改 正 に関 す る事項 。

(5)そ の他 理事 会 に おい て必要 と認 めた事 項 。

7.総 会 は 、会 員 現 在 数 の5分 の1以 上 の 出 席

  に よ り成 立 す る。 た だ し、序 め 当該 事 項

  につ き書 面 また は代 理人 を もっ て 意思 を

  表 明 した もの は 出席 者 と見 なす。

8.総 会 の 議 事 は 、 出席 会員 の過 半数 を もっ

  て決 し、 可否 同 数 の と きは 、議 長 の決 す

  る ところ に よる。

(議事録)

第17条 総 会 お よび 理事 会 の議 事 につ い て は、

議 事録 を作成 しな け れば な らない 。

2.議 事 録 に は、議 長 お よび 出席 した構 成 員

  の う ち か ら、 そ の 会 議 にお い て選任 され

  た議 事録 暑 名人2人 以 上 が署 名 捺 印 しな け

  れ ばな らない 。
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第5章 委員会および研究会

(委員会)

x;18条 本会の事策を円滑に運営するために、

理事会の議決を得て必要な委員会を設けること

ができる。

2.委 員会の委員長は、理事会の決議を得て

  会長が委嘱する。

3.委 員会に関する規程は、理事会の決議を

  得て別に定める。

(研究会)

第19条 本会の対象 とする領域の学問または技

術の発展を期するために、特定の重要な研究分

野に関する研究会を設けることができる。

2.研 究会に関する規程は、理事会の決議を

  得て別に定める。

第6章 資産および会計

(資産の構成)

第20条 本会の資産は、次に掲げるものをもっ

て構成する。

(1)入 会金収入

(2)会 費収入

(3)負 担金収入

(4)寄 付金品

(5)資 産から生ずる収入

 (6)事 業に伴う収入

(7)そ の他

(資産の管理)

第21条 本会の資産は、会長が管理し、その管

理の方法は、理事会の決議による。

 (事業年度)

第22条 本会の事業年度は、毎年4月1日 に始ま

り、翌年3月31日 に終わる。

 (事業計画および収支予算)

第23条 本会の畢業計画書および収支予算書

は、会長が作成する。

2.事 業計画書および収支予算書の承認は、

  第16条第6項の規定による。

3.総 会の議決を得た事業計画書および収支

   予算書の変更は、理事会の決議を得なけ

   ればならない。

 (事業報告および収支決算)

第24条 本会の事業報告書、収支決算書は、事

業年度終了後会長が作成 し、監事の監査を経る

ものとする。

2.事 業報告書および収支予算書の承認は、

  第16条第6項の規定による。

第7章 会則の変更、解散等

(会則の変更)

第25条 この会則は、総会において4分の3以上

の決議を得なければ変更することができない。

(解散)

第26条 本会が解散する場合は、総会において

会員総数の4分の3以上の決議を得なければなら

ない。

(残余財産の処分)

第27条 本会が解散の際に有する残余財産は、

総会において会員総数の4分 の3以上の決議を

得、本会と類似の目的を有する他の法人または

団体に寄付するものとする。

第8章 補則

(事務局)

第28条 本会は、事務を処理するために事務局

をおく。

2.事 務局には、事務局長および所要の職員

  を置く。

3.事 務局長は、理事会の同意を得て会長が

  委嘱し、職員は会長が任免する。

(実施細則)

第29条 この会則の実施に関 して必要な事項

は、理事会の決議を得て、会長が別に定める。

附 則 (平 成3年4月17日)

1.本 会 の 設 立初 年 度 の 事業 計 画 お よび収 支

  予 算 は、 第23条 の規 定 にか か わ らず 、設

  立 総会 の 定 め る とこ ろに よ る。

2.本 会 の設 立 当初 の役 員 は、 第11条 の 規 定"

  にか か わ らず 、 設 立 総会 の定 め る とこ ろ

  と し、 その 任 期 は、 第13条 の 規定 に か が

  わ らず 、第16条 第2項 の規定 に基 づ き平成

  4年 に開催 す る通常 総会 の 日まで とす る。

3.本 会 の 設 立 当初 の 事業 年 度 は、 第22条 の

  規 定 に か か わ らず 、平 成4年3月31日 ま で

  とす る。

4.こ の会 則 は、設 立総 会 の 日 よ り施 行 す る。
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日本機械翻訳協会 組織図

総 会

理事会 事務局

運営委員会 各種委員会、研究会

会 長 長尾 真

副会長  水嶋都香

    小谷泰造

理 事 浅田 篤

    大野栄一

    小松達也

    鈴木 健

    田中穂積

    登家正夫

    戸田保一

    中島昌也

    野々内 隆

    野村浩郷

    樋浦克彦

    平栗俊男

    山本正隆

監 事 勝田美保子

    佐藤清俊

 理事および監事

京都大学

株式会社東芝

株式会社インターグループ

シャープ株式会社

三菱電機株式会社

株式会社サイマル ・インターナショナル

社団法人 日本電子工業振興協会

東京工業大学

日本電気株式会社

株式会社CSK

松下電器産業株式会社

株式会社 日立製作所

九州工業大学

株式会社十印

富士通株式会社

沖電気工業株式会社

社団法人 日本翻訳連盟

社団法人 日本電子工業振興協会

教授

常務取締役

社長

副社長

取締役

社長

専務理事

教授

取締役

副会長

取締役

常務取締役

教授

取締役

常務取締役

常務取締役

会長

常務理事
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日本機械翻訳協会設立 にあたって
.馨

日本機械翻訳協会 会長 長尾 真

i.ご 挨 拶 に か え て

このたび、 日本機械翻訳協会が設立され、機械翻

訳システムの普及 と発展、 より良いシステムの作

成のために、機械翻訳システムのユーザ、メーカ、

お よび研究者がお互いに情報 を交換 し、一致協力

をする場が出来たことはまことに喜ば しいことで

あります。この協会の会誌第1号 の発刊に際 し、

この協会 を設立するに到った目的と経緯をご説明

いた します と共に、機械翻訳 システムの現状 と将

来、諸外 国における状況 と国際協力、今後の本会

の進むべ き方向などについて私見を述べ させてい

ただき、できるだけ多 くの方々が本協会の活動の

主旨に賛同 して入会 され、本協会の発展 を通 じて

社会のため、世界 のために貢献 していただくこと

を期待 したいと存 じます。

2.機 械翻訳の現 状

機械翻訳の研 究は1950年 代 にさかのぼることがで

きます。京都 大学、九州大学、電子技術総合研 究

所、その他で地道な研究が30年 近 くつづけられて

来ま した結果、ある程度 のシステムが作 られるよ

うになって来 ました。1970年 代 の後半から1980年

代 にはいるにつれ、日本 の企業活動が本格的に国

際的なもの となって、国内、国外 ともに日本語 と

英語の間の翻訳に対する需要が急激にふえ、人手

による翻訳だけではまかないきれないという状況

になって来ま した。こういった状況から多 くの計

算機関係の企業は機械翻訳 システムの商用化 に真

剣にとり組み、1980年 代 の中期か らいくつかのシ

ステムが発表 され、今 日では数多 くの 日英、英 日

機械翻訳システムが市場に出てお ります。

しか しなが ら、言語は人間の高度な頭脳活動 の現

われであ り、簡単 に機械で処理 しきれるものでな

顯鍍掌鷺 癬 莞茎舘露 喫讐警●
で きるで しょう。 しか し、そのようなシステムで

も、その欠点 をよく知った上 で使 えば人手だけに

た よる翻訳 よりもコス ト安で翻訳がで きることが

非常に多いということも事実であ ります。

3.機 械翻訳協会 設立の必要性

機械翻訳の現状はこのようなものであ りますので、

そこに多 くの誤解 と混乱が生 じます。人によって

は機械翻訳 システムは現状でも使 える という人 も

いれば、使 えないという人 もいるという状況が生

じています。そ してメーカの側 としてはユーザ は

どのような使い方、 どのようなレベルの翻訳を期

待 し、どこに不満を持っているかが明確 に把握で

きない というわけであります。研究者 も複雑な言

語現象のど・に理論上の問題点があり・灘 翻訳●

の研究をこれか らどこに焦点をあてて進める必要

があるのかを利用の現状 を通 じて認識することが

必要なのであります。

この困難な状況を打 開するためには、機械翻訳シ

ステムのメーカ、ユーザ、研 究者が一堂 に会 して

種 々の問題を自由に議論 し、相互協力をする場が

必要なことは明 らかであ ります。そ してまた、長

期 的な視野から機械翻訳システムの発展 をうなが

し、国際協力 を押 し進めてゆ くためには、政府な

どにおけるこの分野 に関する政策立案 をしてゆ く

立場の方々の理解 を得 ることが必要不可欠であ り

ます。
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4.こ れ ま で の 努 力

  このような状況について通産省は大きな理解を示 し

  て下 さった結果、通産省の強力な後援 によって1987

  年の夏 に箱根で 「機械翻訳サ ミッ ト」と称する国際

  会議を開催 しました。20ヶ 国近 くの国々から国の政

  策立案者、機械翻訳に係 わる方々の参加 を得 て、多

  くの問題点 について議論を行ったので した。この会

  議の成果はいろいろとあったのですが、中でも機械

  翻訳システムは現状でもうまく使えば効果があるこ

  とが明 らかとな り、ユーザ、メーカ、研究者、政策

  立案者が一堂に会することの意義が確認されたこと

  は非常に大 きな収穫で した。 これでメーカもほんと

・  うに腰 をすえてより良いシステムの開発 に進むとと

  もに、ユーザ層 も急速にひろがってゆ くことになり

  ました。そ して1989年 夏には ミュンヘ ンで 「第2回

  機械翻訳サ ミッ ト」が開催され、ヨーロッパの翻訳

  界 に大 きな刺激 を与え、1991年7月 初めにはワシン

  トンで 「第3回 機械翻訳サ ミッ ト」が開かれ、アメ

  リカ大陸にも同様の認識が広が りつつあります。

  この間をぬって、翻訳 に直接 たずさわっている方々

  の考え方を聞き、またこれらの方々に機械翻訳シス

  テムの現状を正 しく理解 していただこうという主旨

  から、1989年 の春に大磯で 「翻訳技術国際フォーラ

  ム」を開催 しました。そこにはイギリスの翻訳者協

  会会長 ・翻訳者国際連盟の副会長をしていましたV.

  Lawson女 史、米国翻訳者協会理事で機械翻訳に造

  詣の深いM.Vasconcellos女 史等を招 き、種々の討論

  を行いました。この会議には多 くの翻訳者、機械翻

  訳システムのユーザの方々の参加を得、機械翻訳シ

・  ステムに対する大きな理解をえました。特に、これ

  か らの機械翻訳の健全な発展のためには、ユーザ、

  メーカ、研究者が一堂に集 まって意見 を交換できる

  国際的な場を作 ることの必要性が認識され、その実

  現について日、米、欧でそれぞれ検討をしようとい

  うことになったことは、この会議の最も大きな意義

  の一つであったと存 じます。

  これを受 けて、同 じ年の夏 に開かれた第2回 機械翻

  訳サ ミッ トのまとめのセ ッションにおいて、2年 後

  にワシン トンで開催 される第3回 機械翻訳サ ミッ ト

  において機械翻訳国際連盟を作 ることを目標 とし、

  それまでに、 日本、 ヨーロッパ、アメリカ大陸のそ

  れぞれにおいて地域的な協会の設立を考えようとい
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う こ とが確 認 さ れ た ので した。

5. 日本機械翻訳協会設立 までの経緯

国内では、日本翻訳連盟、 日本翻訳協会、その他翻

訳に関する会が従来か ら活動 しておられます。また

日本電子工業振興協会の中には10年 あまり前から機

械翻訳システム調査委員会が種々の調査 ・研究を行

ってお ります。そ して学会 としては情報処理学会、

電子情報通信学会にそれぞれ自然言語処理の研究会

があり、活発 に研究活動を行っております。 こうい

ったところに、上記のような経緯をご説明し、ご理

解を得ながら、昨年暮れあたりから、これらのグル
ープの中心的な方々に何度かお集まりいただき、日

本 としてどのような形の団体を作るのが よいかを検

討 してまい りました。その間、通産省等にもご説明

をし、ご理解を得るよう努力をしてまいりました。

その結果、翻訳会社、ユーザ企業、メーカ企業を中

心 とし、また個人も十分に活動のできる形で日本機

械翻訳協会を作ることが合意され、平成3年4月17日

に設立の会合が行われ、会則の決定、理事、監事、

役員の決定等を行い、 ここに正式に協会が発足 した

わけであ ります。その具体的内容は本誌に掲載され

ております。

6.国 際的連 携の重要性

そもそも翻訳は外 国語を相手とするものであ ります

から、常に外 国のことを知る努力が必要であります。

特に機械翻訳においては、言語の良質な文法 ・辞書

についてはその言語を母国語 とする国と協力するこ

とが最 も大切なことであります。

また、多 くの国で同 じ言語対の機械翻訳システムの

研究開発が行われてお りますので、国際的な情報の

交換が非常に大切となります。 さらに、たとえば日

英機械翻訳システムは日本国内だけでな く、アメリ

カ、 ヨーロッパの各国の政府、大学、研究所、企業

等で関心がもたれてお り、いわば世界中がマーケッ

トであるということもで きます。

したがって、機械翻訳に関するあらゆる種類の情報

交換を行い、意見 を交換する場 としての機械翻訳に

関する国際的なグループ活動が必要なことはいうま

で もあ りませ ん。 これ について は既 に上記4で
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述 べ ま した 通 り の 経 過 を へ て 、 現 在 ア メ リ カ に

Association for Machine Translation in the Americas

(AMTA)が 設 立 さ れ、7月 初 め に ワ シ ン トンで 開 催

され る第3回 機 械 翻 訳 サ ミ ッ トの 際 に第1回 総 会 が行

われ ます 。 ヨー ロッパ で も同 様 の協 会 を作 るぺ く現

在 準 備 が な され て お り、 これ もEuropean Association

for Machine Translation(EAMT)と して 、 同 じ く第3回

機 械 翻 訳 サ ミッ トの機 会 に設 立 総 会 を す る予 定 とな

っ て い ます 。 こ の よ う に 日本 を始 め と して、 ア メ リ

カ大 陸 、 ヨ ー ロ ッパ で 機 械 翻 訳 に 関 す る協 会 が作 ら

れ ま す の で 、 こ れ ら3者 の 連 合 と して機 械 翻 訳 国 際

連 盟 を作 ろ う とい う こ とに な り、 これ も第3回 機 械

翻 訳 サ ミッ トで 設 立 され る こ とに な る で し ょ う(本

誌 が 皆様 のお 手 元 に とど く時 点 で は 、未 来形 で な く

完 了形 の表 現 と な っ て い る に ち が い あ り ませ ん)。

そ う して機 械 翻 訳 に 関 す る世 界 中 の情 報 が刻 々 とニ

ュ ー ス レタ ー に よっ て皆 様 の手 元 に と ど くこ とに な

る わ けで す 。 ま た、 我 々 と して も 日本 か ら世界 に 向

か っ て積 極 的 に発 言 して ゆ く道 が 開 か れ る こ と にな

りま す。

げ、 自分の分身として使 うという日も来ることは確

実だと思います。

8. お わ り に

以上述べて来ましたことを実現するためには、この

分野 に係わるすべての方々の協力が必要です。ベテ

ランの翻訳者に近いようなシステムを作 りあげるに

は、まだまだ研究 ・開発を行 う必要があ り、また利

用技術などにおいても研究すべ きことは山積 してお

ります。このE本 機械翻訳協会、さらには国際機械

翻訳連盟を通 じた皆様方の積極的なご協力により、

より良いシステムを作 り上げ、広 く普及することに

・。て、21世 紀には言語の障壁をかな り低 くするこ ●

とができ、国際的な理解 と協力、協調に機械翻訳が

大きな貢献をするということを期待するものであり

ます。

7.機 械翻訳 システムの将来

機械翻訳の研究が行われ始めてか ら約40年 、本格的

な開発 と商品化の努力が行われ始めてか ら約10年 に

な ります。現在の機械翻訳システムは、まだまだ不

完全 とはいえ、うまく使 うと人手だけにたよる翻訳

よりも早 く、また安 くできるようになって来ました。

効果をあげるためには、どのような文章が機械翻訳

に向いているかをよく検討 し、またテキス トの分野

に対応する辞書を用意すること、機械翻訳の結果を

人手によってうまく後修正を行 うことが必要になり

ます。こういったことの詳細 は今後発行 されるこの

会誌において説明され、皆様のお役 に立つことにな

ると期待 してお ります。いずれにしても、数年前は

大型計算機でしか利用できなかった機械翻訳システ

ムが、最近はほとんどがワークステーションで使 え

るようにな り、持ち運びも可能 となって来 ましたし、

電話等の通信線 を通 じた機械翻訳のパソコンネッ ト

ワークサービスも行われ始めてお ります。ノー ト型

パソコンに入れられて使われるという日もそのうち

来るで しょう。そ して学習機能をうまく利用するこ

とによって、機械翻訳 システムを自分流 に育てあ
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会 議 報 告

日本機械翻訳協会 会長 長尾 真

1. MT'Evaluators'Forum 2.MT Workshop in Taiwan

  1991年4月2124日 の4日 間、スイス、 ジュネーブ

  から北東約50㎞ のサ ントクルワで機械翻訳の評価

  に関する研究会が開催 された。集まった人達は約50

  名で、ほとんどの人はヨー ロッパか らであった。 ア

  メリカ ・カナダから数名、日本から2名、中国から1

  名が参加 した。発表半分、討論半分 という楽 しい会

  議だった。

● 機欄 訳システムの評価という・き、秘 の観点の
  あ りうることが明 らかにされた。その第1は 、ユー

  ザにとっての翻訳文の質であることは当然である

  が、その計 り方に種kの 立場があることが議論 され

  た。忠実度 と理解容易性 という古 くから言われてい

  る方法のほかに、後修正の内容 を分析することに

  よって質を評価する方法な ど種 々の発表があった。

  第2は 、機械翻訳 システムのメーカにとって有用な

  評価法 ということで、文法的タイプの異なった文を

  多数あつめ、 これらを翻訳 してみることによって、

  どのようなタイプの文に弱いシステムで、どのよう

  な文法規則、辞書情報 を強化 しなければならないか

  が分かるようなテス ト法である。これらのほかにも

  種々の研究結果が発表 され、これらは近 く報告書 に

  まとめられて出版 されることになるだろう。興味の

  ある方は下記 に連絡 していただきたい。ひとつ非常

  に重要な指摘があった。それは、システムの評価 を

・  しっかりと実行 しようとすると非常 にコス トがかか

  り、システムその ものの購入費 よりもはるかに高 く

  ついてしまう可能性があること。しか し個々の使用

  目的に応 じたテス トをすることも大切であるという

  矛盾を含んでいるということである。

連絡先
Mme Kristen Falkedal
ISSCO
54.Route des Acacias
CH-1227 Cazouge
Switzerland
Phone  :+41227057114
FAX    :+41223001086
email :kristen@divsun. unige. ch

1991年5月25、26日 の2日 間 、 台 湾 の 精 華 大 学

(National Tsing F{ua University)が 主催 して 、 台 湾

の機 械 翻 訳 ワー ク シ ョ ッ プが行 わ れ た。 米 国 か ら テ

キサ ス 大 学 の 機 械 翻 訳研 究者 、Bennett氏 、 カ ー ネ

ギ ー メ ロ ン大 学 の 冨 田勝 助 教 授 、私 の3名 が 招 待 さ

れ 、 講 演 を行 っ た 。 精 華 大 学 のKeh-Yih Su教 授 が

中心 と な っ て企 業 と共 同 開発 して い る英 中機 械 翻 訳

シス テ ム ArchTranは 世界 最 初 の 商用 シ ス テ ムで 、

あ い まい さの 解 消 な どの 目 的 で 文 法規 則 な ど に確 率

的 ス コ ア を付 与 した もの で 、 これ を学 習 に よ って テ

キス トに適 合 させ て ゆ く こ との で き る秀 れ た もの で

あ る。 台 湾 に は数10名 の 自然 言 語処 理 ・機 械 翻 訳 の

研 究 者 が い る よ うで あ る。

3. International Conference on Current

  Issues in Computational Linguistics

マ レー シ ア科 学 大 学(Universiti Sains Malaysia)が

1991年6月10日 一14日 の5日 間 に わ た って 、 ベ ナ ンで

開 催 した 国 際 会 議 で 、 ア ジ ア を 中心 と して100名 余

りの研 究 者 が 集 っ た。 欧米 か ら約30名 、 日本 か ら数

名 が 参 加 した。38編 の論 文 が発 表 され た。 自然 言 語

処 理 全 般 に わ た る広 い 分 野 を お お う会 議 で あ っ た

が 、 機 械 翻 訳 に 関 す る もの も多 数 あ っ た。 ア ジ ア諸

国 で も多 くの機 械 翻 訳 の研 究 開 発 の あ る こ とが 分 か

っ た。 ア ジ ア諸 国 の この分 野 の 内 容 と水 準 を示 す 会

議 で あ っ た。 ち な み に、 マ レ ー シ ア科 学 大 学 で は フ

ラ ンス、 グ ル ノ ー ブ ル 大 学 の 指 導 を受 け、 フ ラ ンス

語 ・マ レー シ ア語 機 械 翻 訳 シ ス テ ム を作 成 して い る

と ころ で、 デ モ ンス トレー シ ョン も行 わ れ た。 論 文

集 に 興味 の あ る 方 は ご連 絡 下 さい。
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第3回 機械翻訳サ ミッ ト報告

第3回機械翻訳サミットがワシントンD.C.で7月1日 一4

日の4日間にわたって開催された。参加者は世界各国

から約350人 で、日本からは50・60名 が参加 した。第

1回は1987年 に箱根で200人 に限定 して行われ、第2回

はミュンヘンで約280人 の参加 をえて開催 されてい

る。今回は特に機械翻訳に最 も関心のうすい米国で

行われるので、 どうなるか心配であったが、400名 に

のぼる参加は、米国においても明 らかに関心が高 ま

って来ていることを証明 した。

会場はホワイ トハウスからそう遠 くない、 ワシント

ンで最 も伝統のあるメイフラワーホテルで行われ、

最後の日の夕刻には米国の独立記念 日の豪華な花火

を見るというおまけまでついた。

この 「機械翻訳サミッ ト」 という会議 は、機械翻訳

システムのユーザー、メーカー、研究者、さらには

これらの研究開発 を支援する国の関係機関の人達が

参加 し、種々の観点から機械翻訳システムの適切な

使い方、改良 ・発展すべき点、研究開発の方向、国

際協力のあ り方などについて議論をすることを目的

としたもので、今回もその主旨がよく貫ぬかれてい

た。会議の主体はパネル討論にあり、今回は次のよ

うな7つのテーマで翻訳者、開発者、研究者、政府関

係者など多数のパネリス トが意見をのべ、会場の人

達を含めて熱心な討論が行われた。

(1)機 械翻訳システムのユーザーの経験から

   の提言

(2)利 用者の活用をはかるための基礎は何か

(3)国 際的立場からの機械翻訳の進め方

(4)翻 訳者は機械翻訳にどう適合 してゆくか

(5)機 械翻訳システムの評価 はどのようにす

   るべ きか

(6)機 械翻訳研究の最前線

(7)機 械翻訳技術の応用

アメリカ翻訳者協会に属する翻訳者も多数参加 して

いたが、 「来てよかった、機械翻訳の現状、特 に実

際に使 えそ うだということが分かった」 といった感

想 をもらす人も多かった。

これ らのパネル討論のほかに、ヨーロッパ共同体の

EUROTRA-n計 画の概要や、その他の代表的なシス

テムの開発状況、あるいは使用状況 についての報告、

基礎研究の成果の発表、またポスターセッションで

の多 くの発 表 な ど、 充 実 した プ ログ ラ ム で あ っ た。

また セ ッ シ ョ ン会 場 の 隣 りの会 場 で は機 械 翻 訳 シス

テ ム の展 示 実 演 が 行 われ た。22の 出展 会 社 の う ちll

が 日本 か らで あ り、 日本 の水 準 の高 さ を世界 に示 し

た こ と は大 き な意 義 が あ る とい え よ う。 日本 か らの

展 示 は 、 カ テ ナ リ ソ ー ス、CICC近 隣 諸 国 多 言 語 間

機 械 翻 訳 、 富 士 通 、 日立 、 日本 電 子 化 辞 書 研 究 所 、

三 菱 電 機 、 日本 電 気 、NTT情 報 通 信 研 究 所 、

沖 電気 、 シ ャ ー プ、東 芝 で あ っ た。

開 会 式 の前 日に は、1日 を さい てExecutive Briefingと

瞥慕灘撚 搬縄灘㍊簾冶
ので、機械翻訳 とは何か、その現状、その利点と欠

点、その将来が示 された。また実用化の最 も進んで

いる日本の現状について、 日本政府がこれまでとっ

て来た研究開発政策、メーカー、ユーザー、研究者

の考え方、機械翻訳システムの開発や利用へのアプ

ローチの方法、それらが 日本における実用 システム

の普及 にどのようにつながっているか、などの説明

も行われた。

この会議のもう1つの大きな意義は、機械翻訳国際連

盟を設立 したことであった。日本機械翻訳協会は既

に本年4月 に設立 されている。南北アメリカ地区の機

械翻訳協会 も最近設立 され、この会議中に役員の選

出と第1回 の総会を開いた。ヨーロッパ機械翻訳協会

も過去数ヶ月の準備のあと、この会議中に設立され、

役員も決定 された。これを受けて、これら3つの協会

窪岱き鑛撫 弊蟹 灘芒墜旛 二叢巽●
のセッシ ョンで参加者全 員の合意 に よ り正式 に

スター トすることになった。ニュースレターの発行、

機械翻訳システム評価法の検討委員会の設置、ワー

クショップや教育プログラムの実施などの活動を行

なうことになる。会長 には日本機械翻訳協会の会長

長尾真氏が選ばれた。次回の機械翻訳サミッ トは2年

後に日本機械翻訳協会が中心となって日本で行 うこ

とに決定した。

1鞭 櫨騰欝 機繍 脚dl
;'.Deadline f°r the

z Thesecondanno濃 贈 蹄 誌 鵠&留f血's y凱
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日本機械翻訳協会 会則
(平成3年4月17日 作 成)

第1章 総 則

(名称)

第1条 本 会 は 、 日本 機 械 翻 訳 協 会(Japan

Association for Machine Translation,略 称JAMT)

と称 す る。

(目的)

第2条 本 会 は 、 機 械 翻 訳 シ ス テ ム の健 全 な

発展 と社 会 にお け る適 切 な普 及 の促 進 を はか る

ため に、機 械 翻訳 シス テ ムにか か わ るメー カ、

ユ ーザ 、研 究 機 関等 に お け る関 心 の あ る もの

が 、 情 報 の 相 互 交換 を行 い 共 通 の 問題 につ い

て、研 究 し討 議す る場 を提供 す る と共 に、 関連

学 協会 と交流 し、 国 際 的活動 を行 うこ とに よっ

て 、世 界 の この分 野 の 進 歩 に貢 献 す る こ とを

目的 とす る。

2.本 会 は、 非 営 利 団体 で あ り、 近 い 将来 の

  公 益法 人化 を 目指 す 。

3.世 界 各 地 域 に 同 種 の 団体 が 結 成 さ れ た

  場合 に は、 こ れ らの 団 体 と協 力 し、 国際

  機 関 を作 り、国 際 的 活 動 を よ り充 実 した

  もの とす る。

4.ア ジ ア諸 国 にお け る機 械 翻 訳 の発 展 を期

  し、 こ れ ら諸 国 の関 係 者 と協 力 し、 ア ジ

  ア地 区機械 翻訳協 会 の 設立 を目指 す。

(事業)

第3条 本 会 は 第2条 の 目的 を達 成 す る ため に次

の事 業 を行 う。

(1)研 究 会 、 講演 会 、 討 論 会 、講 習会 、 見 学

  会等 の開催 。

(2)ニ ュー ス レタ ー、 その 他 の 定期 、 不 定期

  刊行 物 の発 行 。

(3)機 械 翻 訳 シス テ ム利 用 者 の教 育 ・訓練 コ

  ース の 開設 、技 能試験 の実施 。

(4)機 械 翻訳 シス テム に関 す る技 術 開発 。

(5)機 械 翻 訳 シス テ ム に 関す る規 格 お よび標

  準 の 制 定 、 特 に機 械 翻 訳 シ ス テ ム 評 価

  法 ・機 械 翻訳 に適 した 文 章表 現 法 に 関す

  る勧 告 の作成 。

(6)機 械 翻訳 シス テ ム導 入 お よび使 用 に 関 す

  るガイ ドライ ンの作 成 。

(7)技 術 調査 、 情報 ・文献 の収 集 と交換 。

(8)学 術 的 調査 ・研 究 の推 進。

(9)国 内外 の関連学会、 諸団体 との協力

  活動。

(10)前 各号に掲げるもののほか、本会の目的

  を達成するために必要な事業。

第2章 会 員

(会員〉

第4条 本 会 の 会 員 は 、本 会 の 目的 に賛 同 して

入会 す る法人 お よび個 人並 びに これ らの者 を構

成 員 とす る団体 とす る。

(入会)

第5条 本 会 の 会 員 に な ろ うとす る もの は、別

に定 め る入 会 申込 書 を会長 に提 出 し、 理事 会 の

承認 を得 な け れば な らない 。

2.法 人 ま た は 団体 で あ る 会 員 の 場 合 は 、

  法 人 ま た は 団体 の代 表 者 と し て 本 会 に

  対 し て そ の 権 利 を 行 使 す る1人 の 者

   (以 下 「会員 代 表 者 」 とい う)を 定 め 、

  会 長 に届 け出 な けれ ばな らな い。

3.会 員代 表 者 を 変 更 した場 合 は、 速 や かに

  別 に定 め る変 更届 け を会 長 に提 出 しなけ

  れ ば な らない。

(入会金 お よび会費)

第6条 会員 は、 総 会 にお い て別 に定 め る入 会

金 お よ び年 会 費 を納 入 しな け れ ば な らな い 。

(退会 お よび資 格 の喪 失)

第7条 本 会の 会員 で退会 し よう とす る もの は 、

退 会届 け を会長 に提 出 しな けれ ばな ら ない。

2.会 員 は、 次 の 事 由 に よ りそ の資 格 を喪 失

  す る。

(1)退 会

(2)会 費 の滞 納

(3)除 名

(4)死 亡、 失踪

(5)団 体 お よ び 法 人 の 場 合 に は 、 そ の 解 散

  ま たは破産

(除名)

第8条 会員 が本 会 の 名誉 を著 し く傷 つ け、 ま

た本 会 の 目的 に反 す る行為 のあ っ た場合 に は、

理事 会 の議 決 に よ り、 これ を除名 す るこ とがで

きる。
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(会員の特典)

第9条 本会の会員は、第3条に示す本会の事業

に関し、次の各号に示す特典を優先的に受ける

ことができる。

(1)本 会が発行する定期刊行物の配布。

(2)本 会関係の出版物購入、各種情報の入手

  における便宜。

(3)本 会が開催する各種会合への参加、本会

  が協賛する各種会合への参加の便宜。

(4)本 会が発行する各種刊行物への投稿。

第3章 役 員

 (種類 お よび定数)

第10条 本 会 に次 の役 員 を置 く。

 (1)理 事 9人 以 上24人 以内

(2)監 事2人

2.理 事 の う ち、!人 を会 長 、2人 を副 会 長 と

  す るこ とが で きる。

(選任)

第11条 理 事 お よび監 事 は、総 会 にお い て会員

(法人 または 団体 の場合 には 、会員 代表 者 とす

る。 以 下 同 じ)の うちか ら選 任 す る。

2.会 長 お よび 副会 長 は、 理 事会 に お い て理

  事 の互選 に よ り定 め る。

(職務)

第12条 理 事 は、理 事会 を構 成 し、業務 の執行

を決 定す る。

2.会 長 は、 本会 を代 表 し、 業務 を統 轄す る。

3.副 会 長 は 、会 長 を補 佐 し、会 長 に事 故 あ

  る ときは、 その職 務 を代 行 す る。

4.監 事 は、 事業 並 び に会 計 を監査 す る。

(任期)

第13条 役 員 の 任期 は 、2年 とす る。 た だ し、

再任 を妨 げな い。

2.補 欠 ま たは増 員 に よ り選 任 され た役 員 の

  任 期 は 、 前項 の規 定 にか か わ らず 、 前任

  者 または他 の現任 者 の残 任期 間 とす る。

(報酬)

第14条 役 員 は、無 報酬 とす る。 ただ し、遠 距

離在 住 者 に対 しては、会 議 出席 の ための旅 費 を

支給 す るこ とが で き る。

第4章 会 議

(理事 会)

第15条 理 事会 は、理 事 を もっ て構成 す る。

2.理 事 会 は 、 年 間2回 以 上 開催 し、 会 長 が
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  招集 す る。

3.理 事 会 の議 長 は、会 長が これ にあ た る。

4.監 事 お よび会 長が 必 要 と認 め た者 は、 理

  事会 に出席 す る こ とが で きる。

5.理 事 会 は 、現 在 理 事構 成 員 数 の2分 の1以

  上 の 出席 をも っ て成 立 す る。 た だ し、予

  め 書 面 また は代 理 人 で 意思 表示 を した者

  は、 出席 者 と見 なす 。

6.理 事会 の議 事 は、 理 事 会構 成 員 出席 者 の

  過 半数 の 同意 で これ を決 し、可 否 同数 の

  とき は、 議 長の決 す る ところに よる。

(総会)

第16条 総 会 は、会員 を もって構成 す る。

2.通 常 総 会 は、 毎 年1回 事 業 年度 終 了後3カ

  月以 内 に会長 が招集 す る。

3.臨 時 総 会 は、 理 事会 が必 要 と認 め た と き

  に、1カ 月以 内 に招集 しな けれ ばな らない。
4
・

rO

6.

通常総会の議長は、会長がこれにあたる。

臨時総会の議長は、出席会員のうちから

選出する。

次の事項は、通常総会に提出 し承認を受

けなければならない。

 (1)事 業計画および収支予算に関する事項。

  ただし、通常総会開催 日までの事業計画

  および収支予算については、理事会の決

  議によることを妨げない。この場合にお

  いては、当該事業年度開始の日から3カ月

  以内に総会の決議を得るものとする。

(2)事 業報告および収支決算に関する事項。

(3)役 員の承認に関する事項。

(4)本 会会則の改正に関する事項。

(5)そ の他理事会において必要 と認めた事項。

7.総 会は、会員現在数の5分 の1以上の出席

  により成立する。ただし、予め当該事項

  につき書面または代理人をもって意思を

  表明したものは出席者と見なす。

8.総 会の議事は、出席会員の過半数 をもっ

  て決し、可否同数のときは、議長の決す

  るところによる。

(議事録)

第17条 総会および理事会の議事については、

議事録を作成 しなければならない。

2.議 事録には、議長および出席 した構成員

  のうちから、その会議において選任され

  た議事録署名人2人以上が署名捺印しなけ

  ればならない。



第5章 委員会および研究会

(委員会)

第18条 本会の事業を円滑に運営するために、

理事会の議決を得て必要な委員会を設けること

ができる。

2.委 員会の委員長は、理事会の決議を得て

  会長が委嘱する。

3.委 員会に関する規程 は、理事会の決議を

  得て別に定める。

(研究会)

第19条 本会の対象とする領域の学問または技

術の発展を期するために、特定の重要な研究分

野に関する研究会を設けることができる。

2.研 究会に関する規程は、理事会の決議を

  得て別に定める。

第6章 資産および会計

(資産の構成)

第20条 本会の資産は、次に掲げるものをもっ

て構成する。

(1)入 会金収入

(2)会 費収入

(3)負 担金収入

(4)寄 付金品

(5)資 産から生ずる収入

(6)事 業に伴 う収入

(7)そ の他

(資産の管理)

第21条 本会の資産は、会長が管理 し、その管

理の方法は、理事会の決議による。

(事業年度)

第22条 本会の事業年度は、毎年4月1日 に始ま

り、翌年3月31日 に終わる。

(事業計画および収支予算)

第23条 本会の事業計画書および収支予算書

は、会長が作成する。

z.事 業計画書および収支予算書の承認は、

  第16条第6項の規定による。

3.総 会の議決を得た事業計画書および収支

  予算書の変更は、理事会の決議を得なけ

  ればならない。

(事業報告および収支決算)

第24条 本会の事業報告書、収支決算書は、事

業年度終了後会長が作成 し、監事の監査を経る

ものとする。
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2.事 業 報 告 書 お よび 収 支 予算 書 の承 認 は 、

  第16条 第6項 の規 定 に よる。

第7章 会則の変更、解散等

(会則の変更)

第"条 この会則は、総会において4分の3以上

の決議を得なければ変更することができない。

(解散)

第26条 本会が解散する場合は、総会において

会員総数の4分の3以上の決議 を得なければなら

ない。

(残余財産の処分)

第27条 本会が解散の際に有する残余財産は、

総会において会員総数の4分 の3以上の決議を

得、本会と類似の目的を有する他の法人または

団体に寄イ寸するものとする。

第8章 補則

(事務局)

第28条 本会は、事務を処理するために事務局

をおく。

2.事 務局には、事務局長および所要の職員

  を置く。

3.事 務局長は、理事会の同意を得て会長が

  委嘱し、職員は会長が任免する。

(実施細則)

第29条 この会則の実施に関 して必要な事項

は、理事会の決議を得て、会長が別に定める。

附 則 (平成3年4月17日)

1.本 会 の 設 立初 年 度 の事 業 計 画 お よ び収 支

  予 算 は、第23条 の 規 定 に か か わ らず 、 設

  立総 会 の定 め る ところ に よる。

2.本 会 の 設 立 当初 の 役 員 は 、第11条 の規 定

  に か か わ らず 、 設 立 総 会 の 定 め る とこ ろ

  と し、そ の 任 期 は、 第13条 の 規 定 に か か

  わ らず 、第16条 第2項 の 規定 に基 づ き平成

  4年 に開催 す る通 常総 会 の 日まで とす る。

3.本 会 の設 立 当初 の 事 業 年度 は 、 第22条 の

  規 定 に か か わ らず 、 平成4年3月31日 まで

  とす る。

4.こ の 会則 は、設 立総 会 の 日 よ り施行 す る。
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